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（1）火災予防条例等による届出等受理状況　　　　　　　 （令和5年4月1日～令和6年3月31日)

8条 防 火 管 理 者 選 任 （ 解 任 ） 届 66 23 12 12 113
8条の2の2 防 火 対 象 物 点 検 結 果 報 告 書 35 2 5 42

8条の2の3① 防 火 対 象 物 点 検 報 告 特 例 認 定 申 請 書 7 7 14
8条の2の5② 自 衛 消 防 組 織 設 置 （ 変 更 ） 届 出 書 1 1

9条の3 圧 縮 ア セ チ レ ン ガ ス 等 貯 蔵 ・ 取 扱 届 13 3 2 2 20
17条の14 工 事 整 備 対 象 設 備 等 着 工 届 9 8 17

17条の3の2 消 防 用 設 備 等 設 置 届 6 9 6 2 23
17条の3の3 消 防 用 設 備 等 点 検 結 果 報 告 書 364 187 41 102 694

防 災 管 理 者 選 任 （ 解 任 ） 届 2 1 3
防 災 管 理 点 検 結 果 報 告 書 1 1 2
防 災 対 象 物 点 検 報 告 特 例 認 定 申 請 書
管 理 権 原 者 変 更 届 出 書

規則3条 消 防 計 画 作 成 （ 変 更 ） 届 62 24 12 13 111
規則51条の8 消 防 計 画 作 成 （ 変 更 ） 届

23条① 火 気 使 用 禁 止 一 時 解 除 願 2 2
42条の3② 火災予防上必要な業務に関する計画提出書 1 1

43条 防 火 対 象 物 使 用 開 始 届 11 16 4 31
44条1号 熱 風 炉 設 置 届

2号 炉 ・ か ま ど 設 置 届 4 4
3号 上 記 す え 付 面 積 2 ㎡ 以 上 設 置 届

3号の2 厨 房 設 備 設 置 届
4号 温 風 暖 房 機 設 置 届 1 1
5号 ボ イ ラ － ・ 給 湯 湯 沸 設 備 設 置 届 3 1 4
6号 乾 燥 設 備 設 置 届 2 2
7号 サ ウ ナ 設 備 設 置 届 1 1 1 3

7号の2 ヒ ー ト ポ ン プ 冷 暖 房 機 設 置 届
8号 火 花 を 生 じ る 設 備 設 置 届

8号の2 放 電 加 工 機 設 置 届
9号 変 電 設 備 設 置 届 11 13 24
10号 急 速 充 電 設 備
11号 燃 料 電 池 発 電 設 備 設 置 届
12号 発 電 設 備 設 置 届 1 4 5
13号 蓄 電 池 設 備 設 置 届 2 1 3
14号 ネ オ ン 管 灯 設 備 設 置 届
15号 水 素 ガ ス 気 球 設 置 届

45条1号 火 災 と ま ぎ ら わ し い 行 為 届 364 389 21 172 946
2号 煙 火 打 上 げ 届 23 25 2 13 63
3号 催 物 開 催 届
4号 水 道 の 断 水 又 は 減 水 の 届 3 3
5号 道 路 工 事 等 の 届 215 134 12 75 436
6号 露 店 等 の 開 設 届 33 26 2 21 82

45条の2 指 定 洞 道 等 の 届
少 量 危 険 物 貯 蔵 取 扱 届 4 3 1 1 9
指 定 可 燃 物 貯 蔵 取 扱 届

その他 消 防 法 令 適 合 通 知 書 交 付 申 請 5 18 1 24
1249 883 111 440 2683
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（2）防火指導及び広報活動等の状況　　 　 （令和5年4月1日～令和6年3月31日)

防火指導（避難訓練・消火訓練・防火映画等） 71件

救急法指導 50件

合同火災防御訓練・演習等 11件

見学（消防本部・消防署・出張所） 17件

巡回広報 370件

広報(防災行政無線及び同報無線によるもの) 8件

広報(ケーブルテレビ等によるもの) 24件

広報誌発行 1件

住宅防火診断（寝たきり、65歳以上の一人暮らし） 1194件

（3）防火管理者資格取得状況

甲種防火管理新規講習受講者数　　 37名

甲種防火管理再講習受講者数 14名



　　　　　

（4）防火対象物数 （令和6年3月31日現在）
柳

井

市

周
防
大
島
町

上

関

町

平

生

町

計

イ 劇 場 、 映 画 館 、 演 芸 場 又 は 観 覧 場 2 4 6
ロ 公 会 堂 又 は 集 会 場 29 27 10 13 79
イ キ ャ バ レ － 、 カ フ ェ － の 類 1 1
ロ 遊 技 場 又 は ダ ン ス ホ － ル 5 2 7
ハ 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 店 舗 等

ニ カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス の 類 2 2
イ 待 合 、 料 理 店 の 類 1 1
ロ 飲 食 店 62 28 8 12 110

(4) 百 貨 店 、 マ － ケ ッ ト 又 は 物 品 販 売 店 舗 等 97 26 1 17 141
イ 旅 館 、 ホ テ ル 、 宿 泊 所 36 73 7 3 119
ロ 寄 宿 舎 、 下 宿 、 共 同 住 宅 204 49 5 74 332

イ（1） 特 定 診 療 科 、 一 般 病 床 を 有 す る 病 院 3 3 6
イ（2） 特 定 診 療 科 、 4 人 以 上 の 入 院 施 設 を 有 す る 診 療 所 2 1 3
イ（3） （1）、（2）以外の病院、診療所又は入所施設を有する助産所 1 1
イ（4） 入院施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 30 6 1 10 47
ロ（1） 避難が困難な要介護者を主として入所させる老人ホーム等 20 15 4 39
ロ（2） 救 護 施 設 1 1
ロ（3） 乳 児 院

ロ（4） 障 害 児 入 所 施 設

ロ（5） 避難が困難な障害者等を主として入所させる障害者支援施設等 2 1 3
ハ（1） ロ （ 1 ） 以 外 の 老 人 デ イ サ ー ビ ス 、 経 費 老 人 ホ ー ム 等 4 13 3 20
ハ（2） 更 正 施 設

ハ（3） 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等 16 10 4 30
ハ（4） 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 、 情緒 障害 児短 期治 療施 設等 2 2 4
ハ（5） ロ （ 5 ） 以 外 の 障 害 者 支 援 施 設 等 13 4 2 19
ニ 幼 稚 園 又 は 特 別 支 援 学 校 1 1

(7) 小 学 校 、 中 学 校 、 高 校 学 校 の 類 58 49 6 14 127
(8) 図 書 館 、 博 物 館 、 美 術 館 の 類 4 6 2 12

イ 蒸 気 浴 場 、 熱 気 浴 場 に 類 す る 公 衆 浴 場

ロ 上 記 以 外 の 公 衆 浴 場 3 1 4
(10) 車 両 の 停 車 場 、 船 舶 又 は 航 空 機 の 発 着 場 2 2
(11) 神 社 、 寺 院 、 教 会 の 類 18 24 2 9 53

イ 工 場 又 は 作 業 場 120 45 3 72 240
ロ 映 画 ス タ ジ オ 又 は テ レ ビ ス タ ジ オ 1 1
イ 自 動 車 車 庫 又 は 駐 車 場 18 5 3 26
ロ 飛 行 機 又 は 回 転 翼 航 空 機 の 格 納 庫

(14) 倉 庫 128 31 5 54 218
(15) （ 1 ） ～ （ 14 ） に 該 当 し な い 事 業 場 151 57 14 36 258

イ 複 合 用 途 で (1) ～ (4) 、 (5) イ 、 (6) 、 (9) イ が 存 す る も の 97 36 12 17 162
ロ 複 合 用 途 で 上 記 以 外 の も の 45 19 4 12 80

(16-2) 地 下 街
(16-3) 準 地 下 街

(17) 重 要 文 化 財 の 類 8 1 1 10
(18) 延 長 50 メ － ト ル 以 上 の ア － ケ － ド

1180 539 80 366 2165

区　　　　　　　　分

(1)

(2)

(3)

※本表は、消防法第17条の規定が適用されないものは含まれない。

(5)

(6)

(9)

(12)

(13)

(16)

計



　　　　　

（5）防火管理者を要する対象物数 （令和6年3月31日現在）
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井
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上

関

町

平

生

町

計

イ 劇 場 、 映 画 館 、 演 芸 場 又 は 観 覧 場 2 2 4
ロ 公 会 堂 又 は 集 会 場 28 25 10 13 76
イ キ ャ バ レ － 、 カ フ ェ － の 類 1 1
ロ 遊 技 場 又 は ダ ン ス ホ － ル 4 2 6
ハ 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 店 舗 等

ニ カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス の 類 2 2
イ 待 合 、 料 理 店 の 類

ロ 飲 食 店 32 4 6 42
(4) 百 貨 店 、 マ － ケ ッ ト 又 は 物 品 販 売 店 舗 等 68 17 1 12 98

イ 旅 館 、 ホ テ ル 、 宿 泊 所 6 6 1 1 14
ロ 寄 宿 舎 、 下 宿 、 共 同 住 宅 20 4 1 4 29

イ（1） 特 定 診 療 科 、 一 般 病 床 を 有 す る 病 院 3 3 6
イ（2） 特 定 診 療 科 、 4 人 以 上 の 入 院 施 設 を 有 す る 診 療 所 1 1 2
イ（3） （1）、（2）以外の病院、診療所又は入所施設を有する助産所 1 1
イ（4） 入院施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 7 2 2 11
ロ（1） 避難が困難な要介護者を主として入所させる老人ホーム等 14 12 4 30
ロ（2） 救 護 施 設 1 1
ロ（3） 乳 児 院

ロ（4） 障 害 児 入 所 施 設

ロ（5） 避難が困難な障害者等を主として入所させる障害者支援施設等 2 1 3
ハ（1） ロ （ 1 ） 以 外 の 老 人 デ イ サ ー ビ ス 、 経 費 老 人 ホ ー ム 等 2 4 2 8
ハ（2） 更 正 施 設

ハ（3） 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等 12 6 4 22
ハ（4） 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 、 情緒 障害 児短 期治 療施 設等 2 2
ハ（5） ロ （ 5 ） 以 外 の 障 害 者 支 援 施 設 等 2 2 1 5
ニ 幼 稚 園 又 は 特 別 支 援 学 校 1 1

(7) 小 学 校 、 中 学 校 、 高 校 学 校 の 類 15 13 2 5 35
(8) 図 書 館 、 博 物 館 、 美 術 館 の 類 3 5 2 10

イ 蒸 気 浴 場 、 熱 気 浴 場 に 類 す る 公 衆 浴 場

ロ 上 記 以 外 の 公 衆 浴 場 2 1 3
(10) 車 両 の 停 車 場 、 船 舶 又 は 航 空 機 の 発 着 場

(11) 神 社 、 寺 院 、 教 会 の 類 9 4 1 6 20
イ 工 場 又 は 作 業 場 6 5 3 14
ロ 映 画 ス タ ジ オ 又 は テ レ ビ ス タ ジ オ

イ 自 動 車 車 庫 又 は 駐 車 場

ロ 飛 行 機 又 は 回 転 翼 航 空 機 の 格 納 庫

(14) 倉 庫 1 1
(15) (1) ～ (14) に 該 当 し な い 事 業 場 44 19 5 7 75

イ 複 合 用 途 で (1) ～ (4) 、 (5) イ 、 (6) 、 (9) イ が 存 す る も の 53 19 6 8 86
ロ 複 合 用 途 で 上 記 以 外 の も の 7 1 1 9

(16-2) 地 下 街
(16-3) 準 地 下 街

(17) 重 要 文 化 財 の 類 2 2
(18) 延 長 50 メ － ト ル 以 上 の ア － ケ － ド

347 158 29 85 619計

区　　　　　　　　分

(1)

(13)

(16)

(2)

(3)

(5)

(6)

(9)

(12)



（6）3階以上及び地階を有する建築物数 （令和6年3月31日現在）

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6

階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階

イ 2
ロ 2 1 1 1 1 2
イ
ロ 1
ハ
ニ 1 1
イ 1
ロ 5 1 1 1

9 2 1
イ 3 1 2 1 2 1 1
ロ 40 21 9 3 1 1 1 1 1 2 1 17 4 1 1 2 2 5

イ(1) 2 1 2 2 1
イ(2) 2 1
イ(3) 1
イ(4) 4 1 2
ロ(1) 2 1 1 1 1
ロ(2)
ロ(3)
ロ(4)
ロ(5) 1
ハ(1) 1
ハ(2)
ハ(3) 1 1
ハ(4)
ハ(5) 2
ニ

12 3 1 14 2 2 1 1 1 6 1
1

イ
ロ 1 1

1 1
イ 8 2 1 1 1 1 1
ロ
イ 1
ロ

3 2 1
24 10 3 1 17 8 2 2 6 2 1 5 1

イ 34 3 3 1 4 10 3 1 1 1 1 2
ロ 13 2 1 1 2 1 1 1

168 46 19 6 2 2 1 1 1 2 1 31 61 14 7 14 6 2 1 4 23 5 6 2 3

上関町 平生町

地
 

階
 

有

地
 

階
 

有

周防大島町

地
 

階
 

有

　市町別

区　分

柳井市

地
 

階
 

有

（6）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

※この表の 「区分」 欄は、 前掲の区分欄を略記した。

（7）
（8）

（17）
（18）

計

（15）

（16-3）

（14）

（16）

（16-2）

（9）

（10）
（11）

（12）

（13）



　　　　　

（7）立入検査実施状況及び消防法令違反等の処理状況 （令和5年4月1日～令和6年3月31日)

実
施
回
数

法
令
違
反
等
の

指
摘
件
数

そ
の
場
で
改
善
済

警
告
書
交
付

措
置
命
令
書
交
付

イ 劇 場 、 映 画 館 、 演 芸 場 又 は 観 覧 場 3 1 1 1
ロ 公 会 堂 又 は 集 会 場 19
イ キ ャ バ レ － 、 カ フ ェ － の 類

ロ 遊 技 場 又 は ダ ン ス ホ － ル 4 1 1 1
ハ 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 店 舗 等

ニ カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス の 類 1
イ 待 合 、 料 理 店 の 類

ロ 飲 食 店 27 1 1 1
(4) 百 貨 店 、 マ － ケ ッ ト 又 は 物 品 販 売 店 舗 等 41 7 7 7

イ 旅 館 、 ホ テ ル 、 宿 泊 所 7 1 1 1
ロ 寄 宿 舎 、 下 宿 、 共 同 住 宅 3 1 1 1

イ（1） 特 定 診 療 科 、 一 般 病 床 を 有 す る 病 院 3 1 1 1
イ（2） 特 定 診 療 科 、 4 人 以 上 の 入 院 施 設 を 有 す る 診 療 所

イ（3） （1）、（2）以外の病院、診療所又は入所施設を有する助産所

イ（4） 入院施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

ロ（1） 避難が困難な要介護者を主として入所させる老人ホーム等 6
ロ（2） 救 護 施 設

ロ（3） 乳 児 院

ロ（4） 障 害 児 入 所 施 設

ロ（5） 避難が困難な障害者等を主として入所させる障害者支援施設等

ハ（1） ロ （ 1 ） 以 外 の 老 人 デ イ サ ー ビ ス 、 経 費 老 人 ホ ー ム 等

ハ（2） 更 正 施 設

ハ（3） 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等 23
ハ（4） 児 童 発 達 支 援 セン タ ー 、 情緒 障害 児短 期治 療施 設等

ハ（5） ロ （ 5 ） 以 外 の 障 害 者 支 援 施 設 等 1 1 1 1
ニ 幼 稚 園 又 は 特 別 支 援 学 校

(7) 小 学 校 、 中 学 校 、 高 校 学 校 の 類 2
(8) 図 書 館 、 博 物 館 、 美 術 館 の 類 4

イ 蒸 気 浴 場 、 熱 気 浴 場 に 類 す る 公 衆 浴 場

ロ 上 記 以 外 の 公 衆 浴 場

(10) 車 両 の 停 車 場 、 船 舶 又 は 航 空 機 の 発 着 場

(11) 神 社 、 寺 院 、 教 会 の 類

イ 工 場 又 は 作 業 場 25
ロ 映 画 ス タ ジ オ 又 は テ レ ビ ス タ ジ オ

イ 自 動 車 車 庫 又 は 駐 車 場 1
ロ 飛 行 機 又 は 回 転 翼 航 空 機 の 格 納 庫

(14) 倉 庫 15
(15) (1) ～ (14) に 該 当 し な い 事 業 場 37 1 1 1

イ 複 合 用 途 で (1) ～ (4) 、 (5) イ 、 (6) 、 (9) イ が 存 す る も の 19 1 1 1
ロ 複 合 用 途 で 上 記 以 外 の も の

(16-2) 地 下 街
(16-3) 準 地 下 街

(17) 重 要 文 化 財 の 類

(18) 延 長 50 メ － ト ル 以 上 の ア － ケ － ド

241 16 16 16計

改
善
済
の
確
認
件
数

改
善
継
続

指
導
中
の
も
の区　　　　　　　　分

立入検査
実施件数

処　理　件　数

(1)

(13)

(16)

(2)

(3)

(5)

(6)

(9)

(12)



（8）建築同意事務処理状況 （令和5年4月1日～令和6年3月31日)

　住　　　宅 23 8 31 31 31
イ
ロ
イ
ロ
ハ
ニ
イ
ロ 1 1 1 1

3 3 3 3
イ 3 2 5 5 5
ロ

イ（1）
イ（2）
イ（3）
イ（4）
ロ（1）
ロ（2）
ロ（3）
ロ（4）
ロ（5）
ハ（1）
ハ（2）
ハ（3）
ハ（4）
ハ（5）

ニ

イ
ロ

イ 1 1 1 1
ロ
イ 3 1 4 4 4
ロ

3 3 2 1 2 1
13 3 3 19 17 2 17 2

イ 1 1 1 1
ロ

　そ　の　他

　　　　計 49 6 13 68 65 3 65 3

（2）

（6）

（4）

（1）

（5）

（3）

（12）

（7）
（8）

（9）

※この表の 「区分」 欄は、 前掲の区分欄を略記した。

（18）

（14）
（15）

（10）

（17）

（16-2）
（16-3）

（11）

（16）

（13）

不

同

意

　件　　数

補
正
・

追
加
無

補
正
・

追
加
有

指
導
有

指
導
無

処 理 状 況

計

平

生

町

上

関

町

同 意

区　　分

周
防
大
島
町

柳

井

市



（1）類別危険物施設一覧

(令和6年3月31日現在)

計

第4類 61

第1類

第2類

第3類

2 4

80 55 23

計

製造所
屋内 屋外

5

混　在

10 33 5

第5類

第6類

販売 移送 一般

取　扱　所

移動

タ　ン　ク

貯　蔵　所

給油
屋内 屋外 簡易地下

1

3291 56

6

1

1

5

危　　険　　物

34861 1 6183 5514 36 5 5

4 2 11

1

27

第2類

6件

1.7%

第4類

329件

94.5%

第5・6類

各1件

0.6%

混在

11件

3.2%



（2）市町別・区分別危険物施設一覧

(令和6年3月31日現在)

屋内 屋外 地下 簡易 移動

5 21 2 2 38 26 4 29 1 24 152

5 1 13 20 2 20 8 69

2 1 2 8 3 3 3 5 27

9 8 2 24 6 18 9 24 100

14 36 5 5 83 55 27 61 1 61 348

取　扱　所

タ　ン　ク
計

給油 販売

計

平生町

柳井市

周防大島町

上関町

屋内 屋外 移送 一般
製造所

貯　蔵　所

柳井市 152件

43.7%

周防大島町 69件

19.8%

上関町 27件

7.8%

平生町 100件

28.7%

製造所

14件

4.0%

屋内貯蔵所

36件

10.3%
屋外貯蔵所

5件

1.4%

屋内タンク貯蔵所

5件

1.4%

屋外タンク貯蔵所

83件

23.9%地下タンク貯蔵所

55件

15.8%

移動タンク貯蔵所

27件

7.8%

給油取扱所

61件

17.5%

販売取扱所

1件

0.3%

一般取扱所

61件

17.6%



（3）倍数別危険物施設一覧

(令和6年3月31日現在)

 10倍　〃　50倍　〃

10

14

 50倍　〃　100倍　〃

348

4 3320 9

総　　　計

 200倍　〃　1,000倍　〃

 1,000倍を超えるもの

 150倍　〃　200倍　〃

 100倍　〃　150倍　〃

 5倍以下

 5倍を超え10倍以下 6642 24

4

14

35

10 6

1

1

434

製　造　所 貯　蔵　所

72

取　扱　所

1 1

6

計

28 104

21

16

82

25

5倍以下

104件 29.8%

5倍超え

10倍以下

66件 19.0%
10倍超え

50倍以下

82件 23.6%

50倍超え

100倍以下

25件 7.2%

100倍超え

150倍以下

21件 6.0%

150倍超え

200倍以下

16件 4.6%

200倍超え

1,000倍以下

33件 9.5% 1,000倍を超えるもの

1件 0.3%



（4）危険物施設許認可諸届出状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日）

屋内 屋外 地下 簡易 移動

2 1 3

1 1 5 3 10

1 1 2

1 1 5 3 10

1 1 5 2 9

1 1

4 2 1 15 2 14 38

1 11 6 18

1 2 3

1 1 1 7 1 3 14

2 3 1 6

8 7 2 19 13 33 32 114

（5）危険物施設立入検査実施状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日）

39

40 60

25

取　扱　所

2 18

上記基準違反の是正確認件数

立 入 検 査 実 施 施 設

基準不適合
件 数

位置・構造・設備

危険物貯蔵取扱

2

製　造　所

立 入 検 査 回 数

12

保安監督者選解任届

軽 微 な 変 更 届

類品名数量倍数変更届

予 防 規 程 認 可

貯　蔵　所

6

計

3 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱

許 可

完 成 検 査

設 置

変 更

設 置

変 更

譲 渡 引 渡 届

名 称 変 更 等 の 届

廃 止 届

タ ン ク 検 査

計

仮 使 用 承 認

取　扱　所

タ　ン　ク
計

給油 販売 移送 一般
製造所

貯　蔵　所

屋内 屋外



（6）危険物手数料徴収状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日）

変更

変更

貯　蔵　所 取　扱　所

許可
46,000

製　造　所

設置

設置

計（円）

23,000

274,00013,000 215,000

52,000 39,000 91,000

23,000

6,500 107,500

仮使用承認

634,000

23,000 137,000

5,400 5,400 37,800 48,600

総　　　計（円）

28,000 28,000

仮貯蔵・仮取扱 32,400 32,400

完成検査

タンク検査

設置許可

91,000円

14.4%

変更許可

274,000円

43.2%

完成検査（設置）

23,000円

3.6%

完成検査（変更）

137,000円

21.6%

仮使用承認

48,600円

7.7%

タンク検査

28,000円

4.4％
仮貯蔵・仮取扱

32,400円

5.1%



（7）液化石油ガスに係る事務処理状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（8）危険物取扱者保安講習実施状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（9）危険物取扱者試験準備講習会実施状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（10）危険物取扱者試験受験状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日）

132

合格者(人)合格率

前　　期

2

合格者(人)

後　　期
種　　別

受験者(人)受験者(人) 合格率

18.9%

区　　分 件　　数

2

1

乙種　第4類 154 41 25

　液化石油ガス設備工事届

実　施　回　数 受講者数（人）

134

実　施　回　数 受講者数（人）

27

26.6%



各消防クラブの現況
（令和6年4月1日現在）

名　　　称 　　　　　　所　　　　　　　　在　　　　　　　　　地 結成年月日 クラブ員数 指導者数

　源空寺保育園幼年消防クラブ 742-2714 　周防大島町大字戸田955 S56.5.1 54 19

　ひらい保育園幼年消防クラブ 742-2803 　周防大島町大字土居830-7 S56.5.1 25 13

　久美保育所幼年消防クラブ（周防大島町立） 742-2301 　周防大島町大字久賀2573-2 S57.3.9 4 4

　余田保育園幼年消防クラブ 742-0034 　柳井市余田1418 S57.11.21 10 17

　羽仁保育園幼年消防クラブ 742-0032 　柳井市古開作962-5 S59.12.1 12 2

　大畠保育所幼年消防クラブ（柳井市立） 749-0101 　柳井市神代2966-25 S60.12.3 9 3

　佐賀保育園幼年消防クラブ（平生町立） 742-1111 　平生町大字佐賀1525-1 S62.12.1 17 4

　平生幼稚園幼年消防クラブ（平生町立） 742-1106 　平生町大字大野南92-2 S63.12.7 11 3

　つばさ保育園幼年消防クラブ 742-1107 　平生町大字曽根757-1 H14.4.1 8 2

　ひらお保育園幼年消防クラブ 742-1102 　平生町大字平生村1357-1 H26.11.9 24 3

小   計 10クラブ 174名 70名

　三蒲婦人防火クラブ 742-2102 　周防大島町大字西三蒲新屋敷1936 S56.3.18 18

　大野地区女性防火クラブ 742-1105 　平生町大字大野北810-3 H3.11.9 14

　周防大島町女性防火クラブ 742－2301 　周防大島町大字久賀270-1 R3.11.9 10

小   計 3クラブ 42名

合   計 13クラブ 216名

消 防 ク ラ ブ

幼
　
年
　
消
　
防
　
ク
　
ラ
　
ブ

女
性

（
婦
人

）
防
火
ク
ラ
ブ




